
富 山 労 働 局 

富 山 県 の 最 低 賃 金  

 

 

地 域 別 最 低 賃 金 年齢や雇用形態等にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 

 

富山県最低賃金 時間額 877 円 

 （発効年月日：令和３年１０月１日） 

 

特定（産業別）最低賃金 富山県内の特定産業（下記「適用産業」参照）の事業場で働く基幹的労働者（※）に適用されます。 
※ 基幹的労働者とは、下記の「適用除外」に該当する者以外の労働者をいいます。 

 

件    名 時 間 額 
（発効年月日） 

適  用  産  業 適 用 除 外 

富山県玉軸受・ころ軸受、 

他に分類されないはん用機

械・装置、トラクタ、金属工作

機械、機械工具、ロボット、

自動車・同附属品製造業 

最低賃金 

９３４円 
（令和 3.12.24） 

⑴ 玉軸受・ころ軸受製造業 
⑵ 他に分類されないはん用機械・装置製造業 
⑶ トラクタ製造業  ⑷ 金属工作機械製造業 
⑸ 機械工具製造業（粉末や金業を除く）  ⑹ ロボット製造業 
⑺ 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)
を除く｡)  

⑻ ⑴～⑺の産業において管理，補助的経済活動を行う事業所  
⑼ 純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動
が⑴～⑺の産業に分類されるものに限る。） 

⑴ １８歳未満又は６５歳以上の者 
⑵ 雇入れ後６月未満の者であって、
技能習得中のもの 

⑶ 次の業務に主として従事する者 
イ 清掃、片付け又は賄いの業務 
ロ 手作業により又は手工具若しくは
小型手持動力機を用いて行う包装、
洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱
詰め、選別又は検査の業務 

富山県電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業 

最低賃金 

８７９円 
（令和 3.12.24） 

⑴ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
⑵ 電気機械器具製造業（電球・電気照明器具製造業、電気計測
器製造業及びこれらの産業において管理，補助的経済活動を
行う事業所を除く。） 

⑶ 情報通信機械器具製造業（電子計算機・同附属装置製造業
及び当該産業において管理，補助的経済活動を行う事業所を
除く。） 

⑷ 純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動
が⑴～⑶の産業に分類されるものに限る。） 

⑴ １８歳未満又は６５歳以上の者 
⑵ 雇入れ後６月未満の者であって、
技能習得中のもの 

⑶ 次の業務に主として従事する者 
イ 清掃又は片付けの業務 
ロ 手作業により又は手工具若しくは
小型動力機を用いて行う組線、巻
線、かしめ、取付け、バリ取り、洗
浄、刻印打ち、検査、選別、レッテル
はり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、
塗装、スポット溶接、パーツ挿入及
び乾燥の業務 

富山県百貨店，総合スーパー 

最低賃金 
８９０円 

（令和 3.12.26） 

百貨店，総合スーパー（※）、当該産業において管理，補助的経済
活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じ
ての主要な経済活動が百貨店，総合スーパーに分類されるもの
に限る。） 

※衣食住にわたる各種商品を小売りする事業所で、従業者が  
常時５０人以上のもの 

⑴ １８歳未満又は６５歳以上の者 
⑵ 雇入れ後６月未満の者であって、
技能習得中のもの 

⑶ 清掃又は片付けの業務に主として
従事する者 

◆地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 

したがって、次の特定最低賃金が適用される労働者につきましては、富山県最低賃金（時間額 ８７７円）以上の賃金を支払わなければなりません。 

（1）富山県アルミニウム第２次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、 

建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 最低賃金 （時間額 ７８１円） 

（２）富山県自動車(新車)小売業 最低賃金 （時間額 ７６９円） 

 

 

 

 

 
 
 
 

富山労働局ウェブサイト（最低賃金・最低工賃）                 最低賃金特設サイト（厚労省） 

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/                   https://pc.saiteichingin.info/ 

                                            
最低賃金に関するお問合せは、富山労働局賃金室（☎０７６-４３２-２７３５）又は富山県内の各労働基準監督署へ 

「働き方改革推進支援センター富山」（富山労働局委託事業）では、働き方改革に取り組む事業主の皆さ

んの支援を行っています。賃金引上げに向けた生産性向上に関する『業務改善助成金』の相談なども  

無料で行っていますので、是非ともご活用ください。 
    富山市赤江町１－７    富山県中小企業研修センター４階 

電話：0800-200-0836  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hk16@mb.langate.co.jp 

（R03.11） 

◆働き方改革推進支援センター富山 


